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ごかの
　お知らせ
役場の代表電話は☎（84）1111です

　
令
和
２
年
度
の
個
人
町
県
民
税

（
住
民
税
）
は
、
令
和
元
年
中
の
所

得
を
も
と
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）
の
方

は
、
５
月
中
旬
に
勤
務
先
へ
税
額
決

定
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。
ま
た
、

普
通
徴
収
（
各
自
で
納
付
）
、
年
金

特
徴
（
年
金
天
引
き
）
の
方
は
、
６

月
中
旬
に
税
額
決
定
・
納
税
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。

○
令
和
２
年
度
の
町
県
民
税
証
明
書

の
交
付
に
つ
い
て

　
個
人
町
県
民
税
の
所
得
証
明
書
や

課
税
証
明
書
、
非
課
税
証
明
書
な

ど
の
交
付
開
始
日
は
次
の
と
お
り

で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
乗
用
装
置
の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
・

コ
ン
バ
イ
ン
・
田
植
機
な
ど
や
、
小
型

特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
な
ど
に
は
、
軽
自
動
車
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
車
両
を
所
有
し
て
い
る

方
は
、
軽
自
動
車
税
の
申
告
を
し
て

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

　
軽
自
動
車
税
は
、
所
有
し
て
い
る

こ
と
に
基
づ
い
て
課
税
さ
れ
ま
す
の

で
、
公
道
走
行
の
有
無
と
は
関
係
あ

り
ま
せ
ん
。

○
登
録
に
必
要
な
も
の

　
所
有
者
の
印
鑑

　
販
売
証
明
書
（
車
台
番
号
・
メ
ー

カ
ー
名
・
排
気
量
の
記
載
が
あ
る

も
の
）

※
譲
り
受
け
た
車
両
な
ど
販
売
証
明

書
が
な
い
場
合
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

　
全
国
的
に
献
血
協
力
者
が
減
少
し

て
い
ま
す
。
献
血
を
必
要
と
さ
れ
て

い
る
方
の
た
め
、
み
な
さ
ん
の
温
か

い
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
日
時
　
５
月
27
日
㈬

　
午
前
10
時
～
午
前
11
時
30
分

○
受
付
　
役
場
１
階
　
小
会
議
室

※
献
血
手
帳
・
献
血
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
方
は
、
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
４
０
０
㎖
献
血
の
み
と
な
り
ま
す
。

※
65
歳
以
上
の
方
は
、
60
歳
か
ら
64

歳
の
間
に
献
血
経
験
が
あ
る
方
に

限
り
ま
す
。

　
ま
た
、
服
薬
や
予
防
接
種
な
ど
、

問
診
の
状
況
に
よ
り
ご
遠
慮
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
健
康
支
援
室

　
☎

（84）
０
０
０
６（
直
通
）

　
町
で
は
、
歯
周
病
の
早
期
発
見
・

治
療
を
目
的
に
「
無
料
の
歯
周
病

予
防
検
診
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
の

で
、
こ
の
機
会
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

○
対
象
者
　

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
の
う
ち
、
年
度
内
に
55
歳
か
ら 

74
歳
ま
で
の
年
齢
に
達
す
る
方

※
対
象
と
な
る
方
に
は
検
診
の
受
診

票
等
を
送
付
し
ま
す
。

○
実
施
期
間

　
令
和
２
年
５
月
１
日
～

　
令
和
３
年
１
月
31
日

※
無
料
検
診
は
、
こ
の
期
間
中
１
回

限
り
と
な
り
ま
す
。

○
受
診
場
所

　
送
付
す
る
「
実
施
医
療
機
関
一
覧
」

に
記
載
の
あ
る
歯
科
医
療
機
関

○
受
診
方
法

　
歯
科
医
院
に
五
霞
町
が
実
施
す
る

歯
周
病
予
防
検
診
で
受
診
す
る
こ

と
を
伝
え
、
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

※
検
診
料
は
無
料
で
す
が
、
治
療
を

行
う
場
合
は
、
別
途
、
料
金
が
か

か
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　
☎

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

お
し
ら
せ

No.536

※通信費は、
　個人負担と
　なります。

№ 対象 開始日

① 個人町県民税が全額給与
から差し引かれる方

5/15㈮
②

①に扶養されている方
※収入がある方などは、
6/12㈮になる場合があ
ります。

③
①、②以外の方（各自で
納付される方、年金から
差し引かれる方など）

6/12㈮

令
和
２
年
度
個
人
町
県
民
税
の

税
額
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

献
血
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

「
無
料
の
歯
周
病
予
防
検
診
」

を
受
診
し
ま
し
ょ
う

小
型
特
殊
自
動
車
の

登
録
に
つ
い
て


